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ヒアリング指摘事項一覧（No.37）補足説明 

P.4 3.1.1～3.1.3の記述と P.6第 2図及び P.7第 1表の関係を整理した結果を示す。 

 

⇒3.1.1 は，第 2 図に示す体制で「3.2 設工認における設計，工事及び検査の各段階とそ

のレビュー」及び「3.3 設計に係る品質管理の方法」に示す通りの設計となっているこ

とを審査・承認すると記載しており，第 2 図は設計及び工事認可申請（届出）の各プ

ロセス（3.3～3.6）における承認者を明確にしている。 

 

⇒3.1.2 及び 3.1.3 は第 1 表に示す主たる箇所で，設工認に基づく工事及び検査・調達を

実施することを記載しており，第 1 表は設計及び工事認可申請（届出）の各プロセス

（3.3～3.6）の主管する箇所を示している。 

 

 

（まとめ） 

第 1表は各プロセス（3.3～3.6）の主管する箇所を示し，具体的な承認者を第 2図で

明確にしている。 

3.1.1 設計に係る組織 

設工認に基づく設計は，第 2図に示す設計を主管する箇所（以下「設計を主管する箇

所」という。）が実施する。 

設計を主管する箇所は，設計に必要な資料（以下「設計資料」という。）の作成を行

い，「3.2 設工認における設計，工事及び検査の各段階とそのレビュー」及び「3.3 設計

に係る品質管理の方法」に示すとおりの設計結果となっていることを審査・承認する。 

また，・・・（中略）・・・・様式－1に取りまとめる。 

3.1.2 工事及び検査に係る組織 

設工認に基づく工事及び検査は，第 1表に示す工事を主管する箇所及び検査を担当す

る箇所で実施する。 

また，・・・（中略）・・・・様式－1に取りまとめる。 

3.1.3 調達に係る組織 

設工認に基づく調達は，第 1表に示す本社組織及び発電所組織の調達を主管する箇所

で実施する。 

また，・・・（中略）・・・・様式－1に取りまとめる。 
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（第 2図と第 1表との整理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「設計」を主管する箇所 

「工事」，「使用前事業者検査」を主管する箇所 

「調達」を主管する箇所 第 1表に示す主管する箇所の承認者を第 2図で

明確にしている。 

(例) 

「3.3 設計に係る品質管理の方法」の主管箇所

である“原子力運営管理部”の承認者は第 2 図

に示す各グループマネージャが該当する。 
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参考（前回認可版との記載の比較表） 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 【高エネルギーのアーク放電対策】 

令和 3年 1月 20日付原管発官 R2第 231号 

(令和 3年 3月 5日付原管発官 R2第 269号をもって一部補正) 

柏崎刈羽原子力発電所第 7号機 【今回届出】 

令和 4年 3月 29日付原管発官 R3第 264号 

  

  

※青：柏崎刈羽原子力発電所第 7号機(令和 3年 1月 20日)と今回届出との差異 

  （補足） 

本社組織である“原子力耐震技術セン

ター”は原子力設備管理部に所属する

ことから，第 1表上には表れない 


